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鎌
倉
時
代
、
膨
大
な
数
の
訴
訟
に
際
し
、
幕
府
・
六
波
羅
探
題
・

鎮
西
探
題
は
、
訴
訟
に
関
す
る
諸
々
の
使
命
を
執
行
す
る
使
節
を
任

命
・
派
遣
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
執
行
に
関
与
す
る
使
節

は
、
二
人
一
組
で
の
行
動
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
研
究
史
上

「
両
使
」
・
「
両
使
制
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

こ
の
各
訴
訟
機
関
か
ら
派
遣
さ
れ
る
使
節
に
つ
い
て
は
、
関
東
・

六
波
羅
・
鎮
西
の
三
地
域
に
わ
た
っ
て
事
例
の
検
出
・
考
察
を
行
っ

た
外
岡
慎
一
一
眼
氏
を
筆
頭
に
、
増
山
議
梛
氏
、
多
田
実
道
（
識
）

氏
、
熊
谷
隆
起
氏
な
ど
個
別
の
詳
細
な
砒
撤
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
先
行
研
究
は
訴
訟
機
関
か
ら
在
地
へ
の
伝
達
ル
ー
ト
を
そ
の
主

な
研
究
対
象
と
し
、
鎌
倉
幕
府
が
作
り
上
げ
た
遵
行
体
系
の
全
体
像

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て

’
六
波
羅
探
題
使
節
を
中
心
に
Ｉ

は
じ
め
に

使
節
に
つ
い
て
述
べ
る
に
あ
た
り
、
先
ず
そ
の
全
体
像
を
知
る
必

要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
先
行
研
究
で
は
検
証
対

象
に
差
が
あ
る
こ
と
や
、
検
出
事
例
が
充
分
で
な
い
こ
と
か
ら
、
本

稿
で
も
新
た
に
各
地
域
の
使
節
事
例
を
検
出
し
た
。
が
、
そ
の
中
か

を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
使
節
研
究
の
土
台
と

も
言
う
べ
き
六
波
羅
探
題
使
節
に
つ
い
て
は
、
外
間
氏
は
両
使
の
み

を
、
熊
谷
氏
は
六
波
羅
探
題
発
給
御
教
書
か
ら
の
み
の
検
出
を
行
っ

て
お
り
、
事
例
検
出
方
法
に
偏
り
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
不
充
分
と

言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
六
波
羅
探
題
使
節
の
人

員
把
握
を
主
な
研
究
目
的
と
し
、
使
節
制
度
と
は
如
何
な
る
シ
ス
テ

ム
で
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
行
き
た
い
。

使
節
の
任
務
と
地
域
的
特
徴

本
間
志

奈
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ら
本
稿
で
は
考
察
の
主
対
象
で
あ
る
六
波
羅
探
題
使
節
の
み
掲
載
す

る
一
覧
表
を
作
成
し
た
（
末
尾
）
。
一
覧
表
作
成
に
つ
い
て
は
以
下

の
通
り
、
い
く
つ
か
の
条
件
を
設
定
し
た
。
第
一
に
、
明
ら
か
に
訴

訟
と
判
断
で
き
る
事
例
で
あ
る
こ
と
・
第
二
に
、
該
当
者
が
実
際
に

現
地
に
赴
き
、
自
ら
が
使
節
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
事

例
の
み
を
掲
出
し
た
（
守
護
・
公
家
・
寺
社
代
表
者
に
対
す
る
命
令

は
除
い
た
）
。
第
三
に
、
奉
行
人
に
於
い
て
は
、
訴
訟
担
当
奉
行
と

し
て
の
行
動
と
解
さ
れ
る
も
の
は
除
き
、
幕
府
と
在
地
と
を
結
ぶ
使

節
と
し
て
実
際
に
現
地
に
赴
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
の
み
を
掲
出

し
た
。

上
記
条
件
に
基
づ
い
て
事
例
を
検
出
し
た
結
果
、
使
節
が
担
う
任

務
は
六
種
類
で
、
左
記
の
よ
う
に
三
種
に
大
別
で
き
る
。

Ａ
～
出
頭
命
令
等
訴
訟
進
行
に
関
わ
る
使
節

・
・
・
①
召
文
催
促

…
②
召
文
違
背
の
実
否
尋
問

Ｂ
～
絵
図
注
進
・
論
人
尋
問
等
の
現
地
調
査
に
関
わ
る
使
節

Ｃ
～
判
決
後
の
任
務
に
関
わ
る
使
節

…
①
判
決
結
果
の
伝
達

…
②
沙
汰
付
な
ど
の
裁
決
（
強
制
）
執
行

…
③
悪
党
召
進
等
の
警
察
行
動

一
覧
表
に
は
右
の
任
務
分
類
を
記
載
し
、
ま
た
、
同
時
に
複
数
の

法
政
史
学
第
六
十
九
号

任
務
が
確
認
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
確
認
出
来
得

る
全
て
の
任
務
を
記
載
し
た
。
な
お
、
戦
闘
・
城
郭
破
却
な
ど
大
規

模
な
警
察
行
動
を
伴
う
捜
査
に
つ
い
て
は
Ｃ
ｌ
｛
③
と
し
、
そ
れ
以
外

に
逮
捕
を
目
的
と
す
る
任
務
は
Ｃ
ｌ
②
に
含
め
た
。

先
に
掲
げ
た
条
件
で
、
事
例
の
検
出
・
整
理
を
行
っ
た
結
果
、
使

節
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
地
域
的
特
徴
が
確
認
で
き
た
。
先
行
研
究

で
も
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
う
一
度
提
示
し

て
お
く
。
ま
ず
任
務
に
つ
い
て
、
二
つ
の
地
域
的
特
徴
が
み
ら
れ

る
。
一
つ
は
、
悪
党
召
進
に
代
表
さ
れ
る
大
規
模
な
警
察
行
動
を
伴

う
任
務
が
六
波
羅
探
題
管
国
内
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
背
景
に
は
悪
党
の
活
動
が
畿
内
近
国
に
限
ら
れ
て
確
認
さ
れ
る

（
幕
府
側
か
ら
悪
党
と
認
識
さ
れ
る
）
時
代
的
特
徴
と
関
係
あ
ろ
う

が
、
悪
党
召
進
は
使
節
が
担
う
任
務
の
中
で
、
最
も
危
険
で
あ
り
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
事
務
的
で
簡
単
な
も
の
が
多
い
使
節
任
務
の
中

で
、
特
異
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
は
鎮
西
探
題
管

国
内
に
多
く
見
ら
れ
る
召
文
違
背
の
実
否
尋
問
で
あ
る
。
こ
の
任
務

が
著
し
く
多
く
確
認
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
次
の
追
加
法
が
挙
げ
ら

れ
る
ｏ〈史桃Ⅲ〉
一
、
召
文
事
、
止
問
状
、
御
使
催
促
共
可
爲
一
一
一
ヶ
度
事
、

こ
の
追
加
法
六
八
八
条
は
、
正
安
二
年
（
一
三
○
○
）
七
月
五
日

｜’
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に
鎮
西
探
題
宛
に
出
さ
れ
た
も
の
で
、
蒙
古
襲
来
以
降
鎮
西
探
題
に

持
ち
込
ま
れ
た
膨
大
な
数
の
訴
訟
の
迅
速
化
を
目
的
と
し
た
一
連
の

追
加
法
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
召
文
を
送
っ
て
も
一

向
に
博
多
に
出
頭
し
な
い
論
人
に
対
し
、
使
節
を
そ
の
実
情
調
査
に

向
か
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
派
遣
数
に
つ
い
て
だ
が
、
検
出
の
結
果
、
関
東
使
節
は
八

一
一
一
件
、
六
波
羅
探
題
使
節
は
二
一
一
一
四
件
（
一
覧
表
参
照
）
、
鎮
西
探

題
使
節
は
二
六
五
件
で
あ
っ
た
。
六
波
羅
・
鎮
西
の
件
数
が
二
○
○

件
を
越
え
る
の
に
対
し
、
関
東
使
節
は
一
○
○
件
に
満
た
な
い
と
い

う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
関
東
の
訴
訟
が
和
与
で
決
着
す

る
こ
と
が
多
い
こ
と
や
、
関
東
の
地
域
的
秩
序
が
他
の
二
地
域
よ
り

も
安
定
し
て
い
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
乢
肌
。

第
一
一
一
の
地
域
的
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
各
地
域
使
節
内

に
於
け
る
単
使
・
両
使
の
割
合
で
あ
る
。
関
東
は
単
使
五
六
件
・
両

使
一
一
七
件
、
六
波
羅
は
単
使
六
二
件
・
両
使
一
六
八
件
・
一
二
使
四

件
、
鎮
西
は
単
使
一
七
一
一
件
・
両
使
九
三
件
で
あ
っ
た
。
使
節
の
割

合
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
ま
ず
六
波
羅
探
題
使
節

に
つ
い
て
た
が
、
熊
ｆ
照
は
六
波
羅
探
題
の
成
立
後
、
ま
ず
は
単
独

の
使
節
に
よ
る
遵
行
体
系
が
確
立
、
や
が
て
発
展
型
の
形
態
と
し
て

の
両
使
に
よ
る
遵
行
が
行
わ
れ
る
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
単
使
優
位
か

ら
両
使
優
位
へ
の
移
行
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
鎮
西

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

探
題
使
節
は
増
山
・
外
岡
両
氏
が
臘
榔
さ
れ
た
通
り
、
両
使
優
位
か

ら
単
使
優
位
へ
の
移
行
が
確
認
さ
れ
る
。
鎮
西
探
題
は
激
増
す
る
訴

訟
数
に
対
応
す
る
た
め
に
事
務
的
任
務
（
分
類
の
Ａ
・
Ｂ
）
に
関
し

て
は
単
使
を
派
遣
し
た
と
の
指
摘
は
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
は
あ

る
。
何
れ
の
地
域
も
一
覧
表
や
先
行
研
究
が
示
す
通
り
、
使
節
を
担

う
人
間
に
は
一
定
の
基
準
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
御
家
人
で
あ
れ
ば

誰
も
が
無
作
為
に
選
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
毎
に
決
め
ら
れ
た
一

族
、
或
は
個
人
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
人
間

の
中
か
ら
使
節
が
選
ば
れ
、
派
遣
さ
れ
る
中
、
訴
訟
の
激
増
と
い
う

問
題
が
鎮
西
探
題
に
の
し
掛
か
り
、
単
使
で
の
派
遣
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
使
節
の
数
に
応
じ
て
割
り
振
ら
れ
る
任
務
内
容
に
つ
い
て

も
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
関
東
に
於
い
て
は
、
任
務
Ｃ
を
担
う
の
は

両
使
・
或
は
守
護
、
そ
れ
以
外
は
単
使
と
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
鎮
西
探
題
に
も
そ
の
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
六
波
羅
探
題
の
場
合
は
単
使
・
両
使
の
間
で
任
務
内
容
に
差
が

見
ら
れ
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
使
節
を
単
使
と

す
る
か
、
両
使
と
す
る
か
と
い
う
点
に
於
い
て
は
、
各
訴
訟
機
関
の

判
断
で
あ
り
、
幕
府
と
し
て
の
統
一
の
規
定
は
な
い
と
言
え
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
数
の
点
だ
け
で
言
え
ば
、
「
両
使
制
」
と
評
価

で
き
る
の
は
、
六
波
羅
探
題
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一一一
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使
節
の
人
選
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
こ
れ
ま
で
に
以
下
の
様

な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
関
東
使
節
に
つ
い
て
は
、
外
岡
氏
・
多

（
、
）

田
氏
と
も
に
在
地
に
縁
の
深
い
御
家
人
が
起
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

六
波
羅
探
題
使
節
に
つ
い
て
は
、
外
岡
氏
に
よ
っ
て
在
京
人
を
多
く

起
用
し
た
「
在
京
人
編
制
を
前
提
と
し
た
シ
ス
ー
ヱ
Ⅲ
」
で
あ
る
こ

と
、
鎮
西
探
題
使
節
に
つ
い
て
は
、
増
山
・
外
岡
両
氏
に
よ
っ
て
次

に
挙
げ
る
追
加
法
六
八
九
条
な
ど
か
ら
、
関
東
同
様
、
当
該
国
の
御

家
人
が
起
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
侭
搬
さ
れ
て
い
る
。

〈史桃四〉
｜
、
召
文
事
、
停
止
國
雑
色
、
可
被
仰
當
國
守
護
丼
近
隣
地
頭

御
家
人
等
事
、

こ
れ
ら
の
諸
説
に
よ
る
と
関
東
・
鎮
西
は
当
該
国
の
御
家
人
を
、

六
波
羅
に
つ
い
て
は
在
京
人
を
起
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当

該
国
に
関
係
が
あ
る
か
な
い
か
は
、
論
人
へ
の
影
響
力
を
考
え
る
上

で
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
六
波
羅
が
こ
の
点
を
軽
視
し
た
と

は
考
え
難
い
。
六
波
羅
探
題
使
節
の
「
在
京
人
編
制
を
前
提
と
し
た

で
は
、
こ
の
よ
う
な
任
務
を
負
い
、
派
遣
さ
れ
る
使
節
に
は
ど
う

い
っ
た
人
物
が
選
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考

え
て
き
た
い
。

法
政
史
学
第
六
十
九
号

｜
｜
使
節
の
人
選
（
在
京
人
と
さ
れ
て
い
る
使
節
の
検
討
）

四

シ
ス
ー
元
肥
」
と
の
外
岡
氏
の
評
価
は
、
現
在
、
ほ
ぼ
無
批
判
で
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
も
挙
げ
た
よ
う
に
、
六
波
羅
探

題
が
当
該
国
で
の
影
響
力
を
軽
視
し
た
人
選
を
し
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
、
六
波
羅
探
題
使
節
に
関
し
て
は
外
岡
氏
の
検
討
が
他
の

二
地
域
に
比
べ
て
不
充
分
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
六
波
羅
探
題
使
節

に
起
用
さ
れ
た
人
間
の
素
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
く
が
国
内
の
有

力
地
頭
・
御
家
人
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
臘
撒
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
六
波
羅
探
題
の
起
用
し
た
使
節
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
一
覧
表
に
見
え
る
使
節
に
つ
い
て
可

能
な
限
り
素
性
を
検
討
し
て
行
く
が
、
先
ず
は
「
在
京
人
編
制
を
前

提
Ｌ
字
し
た
シ
ス
テ
ム
」
を
担
う
と
さ
れ
た
使
節
に
つ
い
て
検
討
を
行

う
。
な
お
、
［
］
の
数
字
は
一
覧
表
の
番
号
を
記
す
。

［
在
京
人
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
節
］

ま
ず
、
使
節
任
命
時
に
在
京
が
確
実
を
考
え
ら
れ
る
の
は
、
次
に

挙
げ
る
使
節
で
あ
る
。
柘
植
又
二
郎
泰
清
［
則
・
冊
・
翅
・
別
・

刃
］
は
東
寺
百
合
文
書
に
「
当
礎
睡
凡
旭
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
在
京
人
と
一
一
一
一
口
え
る
。
ま
た
、
一
覧
表
に
●
印
で
示
し
た
奉
行

人
に
関
し
て
は
、
在
京
を
疑
う
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
、
更
に

［
川
・
伽
］
と
い
っ
た
奉
行
人
使
者
も
ま
た
六
波
羅
探
題
職
員
、
或

は
奉
行
人
家
人
と
恩
わ
る
の
で
、
在
京
人
と
判
断
し
て
問
題
な
い
と
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【
在
京
人
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
節
］

こ
こ
で
は
、
外
岡
氏
が
在
京
人
、
或
は
在
京
人
の
可
能
性
が
あ
る

と
指
摘
さ
れ
た
使
節
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

・
湯
浅
左
衛
門
入
道
［
路
］
・
湯
浅
宗
親
［
弧
］
・
湯
浅
二
郎
左
衛
門

入
道
［
弧
］
湯
浅
二
郎
兵
衛
入
道
［
四
・
湯
浅
七
郎
兵
衛
宗
泰

［
町
］
・
湯
浅
太
郎
左
衛
門
入
道
［
Ⅲ
．
咄
．
Ⅲ
］

～
湯
浅
氏
は
紀
伊
国
有
田
郡
湯
浅
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で

あ
り
、
党
単
位
で
篝
屋
番
役
を
務
め
る
な
ど
、
北
条
氏
か
ら
多

大
な
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
払
削
・
五
味
氏
作

成
の
在
京
し
識
（
以
下
五
味
氏
表
）
に
、
湯
浅
氏
の
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
外
岡
氏
も
湯
浅
氏
の
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を

（
四
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
六
名
の
使
節
の
任

命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
美
作
三
郎
［
銘
］
・
小
早
河
美
作
前
司
忠
茂
［
、
］

～
美
作
三
郎
に
つ
い
て
、
外
岡
氏
は
小
早
河
一
族
に
比
尼
山
、

本
稿
も
従
う
。
ま
た
、
小
早
河
氏
は
土
肥
実
平
の
曾
孫
茂
平
か

ら
始
ま
り
、
茂
平
は
承
久
の
乱
の
勲
功
賞
と
し
て
沼
田
庄
・
都

（
、
）

宇
竹
原
庄
の
地
頭
職
を
得
、
士
着
し
た
西
遷
御
家
人
で
あ
る
。

石
井
進
氏
に
よ
れ
ば
忠
茂
は
、
茂
平
の
子
息
と
さ
れ
て
乢
秘
。

考
え
る
。

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

外
岡
氏
は
美
作
三
郎
・
忠
茂
の
父
で
あ
る
小
早
河
茂
平
が
五
味

氏
表
に
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
美
作
三
郎
・
小
早
河
忠
茂
を
在

京
人
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
五
味
氏
の
指
摘
は
あ
く
ま
で
推

定
で
あ
り
、
ま
た
二
人
が
任
命
時
に
在
京
し
て
い
た
事
実
は
確

認
で
き
な
い
。

・
富
樫
新
介
家
泰
［
虹
］
・
富
樫
介
入
道
［
剛
］

～
富
樫
氏
は
加
賀
国
石
川
郡
富
樫
郷
を
本
拠
と
す
る
在
庁
官
人

家
で
あ
る
・
佐
藤
・
五
味
両
氏
の
栂
撒
に
よ
る
と
、
同
族
の
富

樫
泰
家
・
家
春
に
は
在
京
御
家
人
と
し
て
の
活
動
が
見
ら
れ
る

と
し
、
外
岡
氏
も
従
っ
て
い
る
。
富
樫
介
入
道
は
本
拠
加
賀
国

で
は
な
く
、
山
城
国
で
の
活
動
で
あ
る
の
で
、
或
は
在
京
御
家

人
で
あ
ろ
う
か
。

・
美
作
左
近
将
監
［
岨
］

～
美
作
左
近
将
監
は
外
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
本
郷
隆
泰
に
比
定

ｄ
畑
、
本
稿
も
従
う
。
隆
泰
は
若
狭
国
大
飯
郡
本
郷
の
地
頭
職

を
有
し
た
本
郷
氏
の
嫡
流
で
あ
り
、
外
岡
氏
は
在
京
人
の
可
能

性
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
隆
泰
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京

を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
香
河
五
郎
忠
景
［
坐

～
忠
景
に
つ
い
て
外
岡
氏
は
、
『
俊
経
卿
記
」
に
香
河
新
五
郎

光
景
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
忠
景
が
在
京
人
で
あ
る
可
能

五
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法
政
史
学
第
六
十
九
号

性
を
描
撒
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
忠
景
の
任
命
時
に
お
け
る

在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
石
垣
太
郎
左
衛
門
尉
宗
明
［
蛆
・
伯
・
皿
］

～
石
垣
氏
は
紀
伊
国
有
田
郡
石
垣
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人

で
、
高
橋
修
氏
に
よ
れ
ば
、
石
垣
氏
は
湯
浅
氏
庶
流
の
一
と
さ

れ
秘
。
ま
た
、
外
岡
氏
は
、
五
味
氏
表
に
湯
浅
氏
の
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
庶
流
で
あ
る
宗
明
も
在
京
人
の
可
能
性
を
指
摘
し

（
幻
）

て
い
る
。
し
か
し
、
宗
明
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
一
示
す
事

実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
柘
植
六
郎
左
衛
門
尉
清
親
［
別
］
・
柘
植
二
郎
左
衛
門
尉
［
川
．

、
。
Ｍ
・
脇
］

～
柘
植
氏
は
伊
賀
国
柘
植
郷
を
本
拠
と
し
た
御
家
人
で
、
外

（
犯
）

岡
・
森
両
氏
に
よ
っ
て
在
京
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

又
二
郎
（
泰
清
）
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
、
在
京
人
で
あ
る

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
清
親
・
二
郎
左
衛
門
尉
に
つ
い
て

は
、
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
貴
志
次
郎
入
道
［
閲
］

～
貴
志
氏
は
紀
伊
国
名
草
郡
貴
志
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
、

湯
浅
氏
庶
流
で
ｆ
測
・
外
岡
氏
は
石
垣
氏
同
様
に
貴
志
氏
の
在

京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
乢
秘
が
、
や
は
り
次
郎
入

道
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
周
防
太
郎
左
衛
門
尉
［
印
］

～
周
防
氏
は
五
味
氏
に
よ
っ
て
島
津
越
前
氏
で
あ
ろ
う
と
推
定

さ
れ
、
正
安
三
年
（
一
三
○
一
）
に
同
族
で
あ
ろ
う
周
防
三
郎

左
衛
門
尉
が
在
京
人
で
あ
っ
た
こ
と
侭
撤
さ
れ
て
お
り
、
外
岡

氏
も
こ
れ
に
従
い
、
太
郎
左
衛
門
尉
の
在
京
人
で
あ
る
可
能
性

（
犯
）

を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
周
防
氏
か
ら
は
一
ハ
波
羅
奉
行
人
も

（
鋼
）

輩
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
太
郎
左
衛
門
尉
を
奉
行
人
と
す
る

徴
証
は
な
く
、
ま
た
太
郎
左
衛
門
尉
の
、
任
命
時
に
お
け
る
在

京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
武
田
孫
四
郎
泰
継
［
Ⅶ
］

～
泰
継
は
安
芸
守
護
武
田
氏
の
庶
流
で
、
外
岡
氏
は
「
実
躬
卿

記
』
に
武
田
彦
六
源
久
信
・
武
田
又
次
郎
源
信
通
の
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
泰
継
が
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ

て
乢
秘
・
し
か
し
、
泰
継
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事

実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
梶
原
三
郎
（
景
行
ヵ
）
［
別
］
・
梶
原
二
郎
［
別
・
別
］

～
梶
原
氏
は
、
佐
藤
氏
に
よ
っ
て
鎌
倉
初
期
に
お
け
る
梶
原
景

時
の
播
磨
守
護
職
補
任
が
推
測
さ
れ
て
乢
秘
が
、
或
は
そ
の
子

孫
で
あ
ろ
う
か
。
外
岡
氏
は
「
勘
仲
記
」
に
梶
原
兵
衛
尉
平
景

清
、
「
実
躬
卿
記
」
に
梶
原
三
郎
左
衛
門
尉
平
景
行
跡
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
梶
原
氏
の
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ

六
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（
妬
）

て
い
る
。
し
か
し
、
｜
二
郎
・
’
一
郎
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を

示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
淡
路
四
郎
左
衛
門
尉
宗
業
［
町
・
別
・
妬
］

～
宗
業
は
淡
路
守
守
護
長
沼
氏
の
庶
流
と
考
え
ら
れ
る
。
外
岡

氏
は
『
建
治
三
年
記
』
や
『
勘
仲
記
」
に
同
族
と
考
え
ら
れ
る

人
物
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
在
京
人
の
可
能
性
を
指
摘

さ
れ
て
乢
測
が
、
宗
業
自
身
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す

事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
伊
賀
二
郎
兵
衛
尉
［
Ⅷ
］
・
伊
賀
左
衛
門
一
一
郎
光
幸
［
伽
］

～
伊
賀
氏
は
五
味
氏
表
に
伊
賀
孫
太
郎
兵
衛
が
在
京
人
で
あ
つ

（
犯
）

た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
外
岡
氏
ｊ
ｂ
従
っ
て
い
る
。
ま
た

伊
賀
氏
は
六
波
羅
探
題
評
定
衆
を
輩
出
し
た
こ
と
も
確
か

危
澱
、
二
郎
兵
衛
・
光
幸
が
評
定
衆
で
あ
っ
た
徴
証
は
な
く
、

彼
ら
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
も
確
認
で
き
な

い
。

・
肥
後
五
郎
左
衛
門
尉
政
行
［
皿
］

～
肥
後
氏
は
、
外
岡
氏
に
よ
っ
て
大
見
氏
流
と
推
熱
さ
れ
、
本

稿
も
こ
れ
に
従
う
。
ま
た
外
岡
氏
は
、
同
族
と
考
え
ら
れ
る
肥

後
民
部
大
夫
行
定
法
師
寂
円
・
そ
の
嫡
子
家
政
の
名
が
「
勘
仲

記
』
に
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
政
行
の
在
京
人
の
可
能
性
を

指
摘
さ
れ
て
乢
秘
・
し
か
し
、
政
行
は
応
長
元
（
一
三
一
一
）

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

年
六
月
日
東
寺
申
状
案
等
に
「
志
芳
庄
一
方
地
頭
肥
後
五
郎
左

衛
門
尉
此
柵
」
と
見
え
て
お
り
、
現
地
（
安
芸
国
）
で
の
活
発

な
活
動
が
確
認
で
き
る
た
め
、
在
京
人
と
は
考
え
難
い
。

・
朝
日
孫
太
郎
［
冊
・
〃
］
・
朝
日
孫
二
郎
頼
氏
［
川
・
山
］

～
朝
日
氏
は
、
お
そ
ら
く
は
尾
張
国
春
部
郡
朝
日
庄
を
本
拠
と

す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
五
味
氏
に
よ
っ
て
朝
日
氏
が
在
京
人

で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
岡
氏
も

（
妃
）

従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
孫
太
郎
・
頼
氏
両
人
の
任
〈
叩
時
に
お

け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
源
尚
［
肥
］

～
尚
は
、
高
橋
氏
に
よ
る
と
紀
伊
国
有
田
郡
藤
並
庄
を
本
拠
と

（
“
）

し
た
御
家
人
藤
並
尚
で
あ
り
、
湯
浅
氏
庶
流
で
あ
る
と
い
う
。

外
岡
氏
は
、
先
に
挙
げ
た
石
垣
氏
・
貴
志
氏
と
同
様
の
理
由
で

尚
の
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
乢
秘
が
、
尚
の

任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
大
多
和
彦
次
郎
義
基
［
Ⅲ
］

～
義
基
は
、
一
二
浦
義
明
の
一
一
一
男
義
久
を
祖
と
す
る
大
多
和
氏
の

一
族
で
あ
ろ
う
。
外
岡
氏
は
「
勘
仲
記
」
に
大
多
和
太
郎
平
泰

義
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
義
基
の
在
京
人
で
あ
っ
た
可

能
性
を
指
摘
さ
れ
て
乢
秘
が
、
義
基
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京

を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

七
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・
出
雲
五
郎
左
衛
門
尉
景
秀
［
四

～
景
秀
は
外
岡
氏
に
よ
っ
て
、
六
波
羅
評
定
衆
を
輩
出
し
た
波

多
野
氏
の
一
族
と
指
摘
さ
れ
て
乢
勉
、
本
稿
も
こ
れ
に
従
う
。

波
多
野
氏
は
五
味
氏
表
に
同
族
の
者
が
在
京
人
に
推
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
外
岡
氏
も
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
景
秀
を

評
定
衆
と
す
る
徴
証
は
な
く
、
ま
た
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を

示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
野
部
介
光
長
［
川
］

～
野
部
氏
を
五
味
氏
は
駿
河
入
江
氏
の
庶
流
で
、
遠
江
の
在
庁

官
人
出
身
と
推
定
し
て
乢
秘
。
外
岡
氏
は
五
味
氏
表
で
野
部
氏

が
在
京
人
と
推
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
『
俊
経
卿
記
」
に
野
部

介
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
光
長
の
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
を
指

摘
さ
れ
て
乢
秘
が
、
光
長
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事

実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
伊
丹
四
郎
左
衛
門
入
道
妙
智
〔
Ⅲ
］
・
伊
丹
左
衛
門
三
郎
親
盛

［
Ⅲ
．
Ｍ
・
川
・
皿
・
川
・
川
・
剛
］

～
伊
丹
氏
は
摂
津
国
河
辺
郡
伊
丹
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で

あ
ろ
う
。
外
岡
氏
は
「
勘
仲
記
」
弘
安
三
年
（
一
一
一
八
○
）
五

月
九
日
条
に
伊
丹
四
郎
藤
原
親
賢
（
親
盛
父
・
妙
智
乙
の
名

が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
伊
丹
氏
が
在
京
人
で
あ
っ
た
と
指
摘
し

て
い
ふ
脚
、
妙
智
・
親
盛
両
人
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示

法
政
史
学
第
六
十
九
号

す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
佐
竹
四
郎
入
道
義
念
［
剛
・
脇
］

～
佐
竹
氏
は
、
五
味
氏
に
よ
る
と
在
京
人
で
あ
っ
た
推
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
肥
、
外
岡
氏
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
義
念
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き

な
い
。

・
物
部
豊
前
弥
二
郎
成
家
［
剛
］

～
物
部
氏
は
丹
波
国
何
鹿
郡
物
部
を
本
拠
と
し
た
御
家
人
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
外
岡
氏
は
「
勘
仲
記
」
に
物
部
彦
二
郎
成

頼
の
名
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
成
家
が
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
さ
れ
、
秘
が
、
成
家
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示

す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
俣
野
彌
八
［
剛
］
・
俣
野
七
郎
太
郎
［
川
・
川
・
川
・
川
・
川
・

川
］～
俣
野
氏
は
、
五
味
氏
表
に
俣
野
氏
一
族
の
名
が
見
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
外
間
氏
は
在
京
人
と
し
て
肌
秘
。
俣
野
氏
は
六
波
羅

（
皿
）

奉
行
人
や
在
京
人
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
彌

八
・
七
郎
太
郎
が
奉
行
人
で
あ
っ
た
徴
証
は
な
く
、
任
命
時
に

お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
も
確
認
で
き
な
い
。

・
小
笠
原
二
郎
［
皿
］
・
小
笠
原
又
太
郎
［
型

～
小
笠
原
氏
は
甲
斐
源
氏
加
賀
美
遠
光
の
次
男
長
清
を
祖
と
す

八
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る
御
家
人
で
あ
り
、
阿
波
国
守
護
小
笠
原
氏
の
一
族
で
あ
ろ

う
。
外
岡
氏
は
「
葉
黄
記
』
に
小
笠
原
太
郎
入
道
長
経
（
阿
波

守
護
）
、
「
実
躬
卿
記
」
に
小
笠
原
三
郎
太
郎
源
長
定
の
希
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
二
郎
・
又
太
郎
の
二
人
に
在
京
人
で
あ
っ
た

可
能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
（
秘
が
、
二
人
の
任
命
時
に
お
け
る
在

京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
塩
谷
二
郎
入
道
定
仏
［
川
］

～
塩
谷
氏
は
、
下
野
国
塩
谷
圧
を
本
拠
と
し
た
御
家
人
で
あ

り
、
美
濃
国
守
護
で
あ
っ
た
宇
都
宮
氏
の
庶
流
で
あ
ふ
樋
・
外（
印
）

岡
氏
に
よ
っ
て
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
定
仏
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き

な
い
。

・
頓
宮
肥
後
彦
六
郎
［
皿
］
・
頓
宮
六
郎
三
郎
入
道
清
観
［
川
］

～
頓
宮
氏
は
近
江
同
甲
賀
郡
頓
崗
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ

ろ
う
。
外
岡
氏
は
、
「
勘
仲
記
」
に
頓
寓
肥
後
守
藤
原
盛
氏
法

師
法
名
道
観
の
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
頓
宮
氏
の
在
京
人

（
肥
）

で
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彦
六
郎
・
清

観
の
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

・
内
藤
馬
允
［
川
］

～
内
藤
氏
は
、
外
岡
氏
に
よ
っ
て
在
京
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が

指
摘
さ
れ
て
几
澱
が
、
任
命
時
に
お
け
る
在
京
を
示
す
事
実
は

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

確
認
で
き
な
い
。

・
足
立
彦
五
郎
［
皿
］

～
足
立
氏
は
、
足
立
遠
政
が
承
久
の
乱
の
恩
賞
と
し
て
丹
波
剛

氷
上
郡
佐
治
郷
を
与
え
ら
れ
、
移
住
し
た
西
遷
御
家
人
で
あ

ふ
弛
・
外
岡
氏
「
勘
仲
記
」
に
足
立
馬
允
藤
原
基
政
の
名
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
彦
五
郎
の
在
京
人
の
可
能
性
を
指
摘
し
て

（
日
）

い
る
。
し
か
し
、
彦
五
郎
自
身
の
任
〈
叩
時
に
お
け
る
在
京
を
一
脈

す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。

以
上
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
在
京
人
、
或
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る

と
さ
れ
た
使
節
に
つ
い
て
検
証
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
在
京

人
で
あ
る
こ
と
が
確
実
と
い
え
る
使
節
は
奉
行
人
・
奉
行
人
使
者
を

含
め
三
Ⅲ
名
、
在
京
人
で
あ
る
可
能
桃
が
指
摘
で
き
る
使
節
は
四
一
一
一

名
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
だ
が
、
右
に
挙
げ
た
在
京
人
で
あ
る
可

能
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
使
節
は
、
本
人
攻
は
一
族
と
思
わ
れ
る
誰

か
が
、
過
去
或
は
そ
の
後
に
お
い
て
在
京
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ
の

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
使
節
本
人
が
任
命
時
に
在
京
で

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
勿
論
、
彼
ら
が
在
京
人
で
な
い

と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
使
節
数
一
一
七
八
名
（
重
複

分
除
く
）
の
内
、
奉
行
人
を
含
め
た
七
八
名
程
（
在
京
人
五
名
、
在

京
人
の
可
能
性
四
一
一
一
名
、
奉
行
人
三
○
名
）
、
全
体
の
約
一
一
八
％
程

度
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
「
六
波
羅
探
題
に
よ
る

九
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こ
こ
で
は
既
出
の
使
節
以
外
の
者
、
つ
ま
り
こ
れ
ま
で
在
京
人
で

あ
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
な
い
使
節
に
つ
い
て
、
国
別
に
出
来
う

る
限
り
そ
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

【
山
城
］
［
閲
・
羽
・
別
］
深
栖
八
郎
蔵
人
泰
長
は
「
山
城
高
郡
庄

家
当
仏
旭
」
と
の
記
載
が
あ
り
、
山
城
国
御
家
人
で
あ
ろ

う
。
［
川
・
伽
・
川
・
剛
・
川
・
型
服
部
氏
は
伊
賀
国

服
部
郷
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
皿
］
加
地

氏
は
、
加
賀
国
加
地
庄
地
頭
職
を
有
す
る
近
江
国
守
護

佐
々
木
氏
の
一
流
で
ん
肥
、
寶
丸
は
後
の
備
前
守
護
佐
々

木
時
秀
で
あ
る
。
派
遣
を
命
じ
た
御
教
書
に
「
六
条
大
宮

篝
屋
雌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寶
丸
は
在
京
人

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
［
伽
・
型
海
老
名
氏
は
、
相

模
国
海
老
名
郷
を
本
拠
と
し
た
御
家
人
で
あ
る
が
、
在
京

法
政
史
学
第
六
十
九
号

在
京
人
編
制
を
前
提
と
し
た
シ
ス
ー
ヱ
岨
」
と
評
価
し
位
置
づ
け
る
こ

と
に
は
危
倶
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
そ
の
殆
ど
の
使
節
が
派
遣
さ
れ
た
国
に
何
か
し
ら
の
関

係
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
方
に
注
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え

る
。
そ
こ
で
次
に
、
右
に
挙
げ
た
使
節
以
外
に
つ
い
て
検
証
し
て
い

く
。

三
派
遣
国
と
の
関
係
性
（
そ
の
他
の
使
節
の
検
討
）

一
○

人
と
し
て
活
躍
し
た
者
が
い
た
徴
証
が
ん
脳
、
先
の
加
地

寶
丸
同
様
に
、
彌
五
郎
自
身
も
「
六
条
大
宮
篝
風
趣
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
在
京
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
・

山
城
国
使
節
に
関
し
て
は
、
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
い
っ
て
、
在

京
人
と
し
て
も
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。

［
大
和
］
［
閲
・
町
・
冊
・
他
。
Ｎ
・
冊
・
刃
・
肋
・
冊
］
深
栖
泰

長
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
。
［
船
・
凶
庄
氏
は
武
蔵

七
党
児
玉
党
の
一
族
で
あ
る
。
児
玉
注
の
本
庄
に
由
来

し
、
武
蔵
権
守
家
行
の
子
家
弘
が
児
玉
庄
大
夫
と
称
し
た

の
に
始
ま
る
。
そ
の
子
四
郎
高
家
が
源
平
合
戦
の
恩
賞
と

し
て
備
中
国
草
壁
庄
を
与
え
ら
れ
、
同
地
に
定
着
。
資
兼

（
㈹
）

は
備
中
‐
庄
氏
の
一
族
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
、
資
兼
は

「
上
（
御
一
腿
」
と
の
表
記
が
見
ら
れ
る
の
で
、
他
の
使

節
と
同
列
に
扱
う
か
否
か
に
は
問
題
が
残
る
。

［
和
泉
］
［
Ⅲ
］
信
太
氏
は
、
当
国
和
泉
郡
信
太
を
本
拠
と
す
る
御

家
人
で
あ
ろ
う
。

［
摂
津
］
［
ｕ
・
伽
・
川
］
有
賀
氏
は
本
拠
は
不
明
だ
が
、
六
波
羅

探
題
北
方
で
若
狭
守
護
の
北
条
重
時
の
守
護
代
に
「
有
賀

右
衛
門
尉
廓
創
」
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
北
条
氏
被
官
の
可

能
性
が
あ
る
。
［
田
・
伽
・
皿
・
川
・
型
渋
谷
氏
は
相

模
国
渋
谷
庄
を
本
拠
と
す
る
一
族
の
庶
流
で
あ
ろ
う
。
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［
Ⅲ
．
Ⅲ
］
能
勢
氏
は
当
国
能
勢
郡
能
勢
庄
を
本
拠
と
す

る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
刑
・
川
・
川
・
川
・
型
眞
上

氏
は
当
国
眞
上
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

［
川
・
川
］
勅
使
（
旨
）
河
原
氏
は
、
武
蔵
七
党
丹
党
の

一
流
で
、
武
蔵
国
賀
美
郡
勅
使
河
原
を
本
拠
と
す
る
一
族

で
あ
ろ
う
。
［
Ｗ
・
川
・
剛
］
溝
杭
氏
は
、
晋
同
溝
杭
庄

を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

［
伊
賀
一
［
妬
］
矢
具
島
氏
は
お
そ
ら
く
は
当
国
士
着
の
御
家
人
で

あ
ふ
狐
・
［
燗
・
川
・
川
・
川
・
棚
・
川
］
服
部
氏
に
つ

い
て
は
前
述
の
通
り
。
［
Ⅲ
．
Ⅲ
佐
々
木
氏
は
近
江
同

守
護
佐
々
木
氏
の
一
族
で
、
範
綱
は
近
江
国
守
護
代
。

［
川
・
脇
・
剛
・
川
．
Ｍ
・
棚
・
川
］
平
常
茂
は
伊
賀
同

守
護
千
葉
氏
の
一
族
で
あ
り
、
当
国
守
護
代
で
あ
る
。

【
伊
勢
］
［
肌
］
河
村
氏
は
、
お
そ
ら
く
は
当
国
士
着
の
御
家
人
で

あ
ふ
池
。
［
肌
］
豊
川
氏
は
、
当
風
朝
明
郡
豊
田
序
を
本

拠
と
し
た
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
幽
柏
原
氏
は
、
当
国

壱
志
郡
柏
原
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
川
・

幽
小
串
氏
は
、
伊
藤
邦
彦
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
本
来

上
野
国
御
家
人
と
し
て
関
東
に
住
し
、
承
久
の
乱
後
は
一

族
の
内
に
近
江
・
伊
勢
に
進
出
し
た
者
が
現
れ
、
鎌
倉
末

期
に
は
在
京
人
、
或
は
北
条
氏
被
官
と
し
て
活
動
し
て
い

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

（
刀
）

た
と
さ
れ
る
。

【
尾
張
］
［
肥
・
〃
］
味
鏡
氏
は
、
当
国
春
部
郡
味
鏡
庄
を
本
拠
と

す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
型
中
嶋
氏
は
、
当
国
中
島

郡
中
島
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

（
弧
）

［
近
江
］
［
Ⅲ
］
磯
部
氏
は
近
江
守
護
佐
々
木
氏
の
庶
流
で
あ
ろ
う
。

［
万
・
冊
・
凶
矢
嶋
氏
は
当
国
野
洲
郡
矢
嶋
を
本
拠
と

す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
型
有
賀
氏
に
つ
い
て
は
前

述
の
通
り
。
［
川
］
垣
見
氏
は
、
当
国
垣
見
庄
を
本
拠
と

す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

【
美
濃
］
［
〃
・
別
］
石
河
氏
は
、
承
久
の
乱
の
勲
功
で
光
治
が
当

（
布
）

国
厚
見
郡
市
橋
庄
の
地
頭
職
を
得
て
い
る
。
お
そ
ら
／
、
七

郎
は
同
族
で
あ
ろ
う
。
［
肌
］
鵜
飼
氏
は
、
当
国
国
方
郡

鵜
飼
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
Ｍ
・
型

波
賀
氏
は
、
花
山
院
の
勅
勘
を
蒙
っ
て
下
野
国
芳
賀
郡
大

内
庄
に
配
流
さ
れ
た
清
原
高
重
を
祖
と
す
る
一
族
で

ｈ
秘
。
「
吾
妻
鏡
」
に
「
宇
都
宮
左
衛
門
尉
朝
綱
郎
従
紀

伊
権
守
・
波
賀
次
郎
九
知
」
と
あ
る
よ
う
に
宇
都
宮
氏
家

臣
で
あ
り
、
後
一
族
と
な
る
。
朝
綱
の
子
泰
綱
が
当
国
守

護
と
な
っ
た
際
に
、
所
領
を
有
し
た
と
思
わ
れ
る
。

［
越
前
］
［
側
］
河
嶋
氏
は
当
国
内
に
川
島
と
の
地
名
が
確
認
で
き

る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
当
国
士
着
の
御
家
人
で
あ
る
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岩
う
ｏ

【
加
賀
】
［
ｕ
・
川
・
川
］
富
樫
氏
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
。

［
色
倉
光
氏
は
、
当
国
石
川
郡
倉
光
保
を
本
拠
と
す
る

御
家
人
で
あ
ろ
う
。

【
丹
波
】
［
胡
・
胡
］
小
河
氏
は
、
外
岡
氏
に
よ
っ
て
丹
波
国
押
領

使
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
西
遷
御
家
人
と

さ
れ
て
乢
秘
・
［
弱
］
久
下
氏
は
当
国
氷
上
郡
久
下
を
本

拠
と
し
た
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
刊
］
棒
田
内
氏
は
棒
田

内
左
衛
門
尉
光
蓮
が
守
護
代
と
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
紐
・
兵
衛
入
道
は
光
蓮
の
同
族
近
親
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
［
岡
・
籾
・
哩
税
所
左
衛
門
入
道
は
正

利
未
年
頃
の
訴
状
に
「
守
護
御
代
官
税
所
左
衛
門
Ｌ
趣
」

と
あ
り
、
当
国
守
護
代
で
あ
る
。
［
冊
・
別
・
朗
・
型

中
澤
氏
は
武
蔵
国
那
珂
郡
中
澤
郷
を
本
拠
と
し
、
承
久
の

乱
の
勲
功
賞
と
し
て
丹
波
国
多
紀
郡
大
山
庄
の
地
頭
に
補

任
さ
れ
た
西
遷
御
家
人
で
あ
る
。
中
澤
氏
は
地
頭
請
を
成

立
さ
せ
る
な
ど
、
現
地
で
の
活
動
が
活
発
で
、
基
貝
も
ま

た
当
地
を
め
ぐ
っ
て
の
東
寺
と
の
激
し
い
対
立
が
確
認
ざ

仏
秘
・
［
川
・
皿
・
川
・
剛
］
荻
野
氏
は
、
当
国
多
紀
郡

小
野
原
庄
内
荻
野
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

［
Ⅲ
．
Ⅲ
］
鵜
沼
氏
は
共
に
向
使
を
担
っ
た
酒
井
次
郎
左

法
政
史
学
第
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号

一
一
一

術
門
尉
孝
信
の
請
文
に
「
守
護
御
代
官
相
共
打
向
腿
椛
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
国
守
護
代
と
い
え
る
。
［
川
・
凹

洞
井
氏
は
当
脚
多
紀
郡
酒
井
庄
●
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で

あ
ろ
う
。
［
川
］
糟
屋
氏
は
、
播
磨
国
守
護
代
糟
屋
氏
の

同
族
で
あ
ろ
う
。

［
丹
後
］
［
Ⅲ
］
堤
氏
は
、
團
当
国
竹
野
郡
堤
を
本
拠
と
す
る
御
家
人

で
あ
ろ
う
。

［
因
幡
】
［
Ⅲ
］
矢
部
氏
は
駿
河
国
安
倍
郡
矢
部
村
の
地
頭
一
族
で

あ
っ
た
が
正
治
二
年
（
一
二
○
○
）
正
月
、
梶
原
景
時
一

族
が
鎌
倉
を
追
わ
れ
た
際
、
幕
府
の
命
を
受
け
駿
河
国
清

見
関
に
て
梶
原
一
族
を
討
ち
取
っ
た
恩
賞
と
し
て
、
矢
部

腿
種
が
Ｎ
幡
阿
八
東
郡
山
川
村
外
二
十
ヶ
村
を
与
え
ら
れ

（
邸
）

た
こ
と
に
始
、
ま
る
と
）
（
（
一
れ
る
。

［
伯
耆
］
［
脇
］
小
鴨
氏
は
」
当
同
久
米
郡
小
鴨
庄
を
本
拠
と
す
る
御

家
人
で
あ
ろ
う
。

【
所
見
］
［
恥
］
高
津
氏
は
、
当
国
美
濃
郡
長
野
庄
内
高
津
郷
・
を
本

拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
塑
福
屋
氏
は
、
当
国

那
珂
郡
福
屋
郷
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

【
播
磨
］
［
Ⅲ
］
石
原
氏
は
、
』
当
国
多
可
郡
黒
川
庄
内
石
原
を
本
拠

と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
側
・
町
］
糟
屋
（
室
）
氏

は
、
共
に
派
遣
）
一
、
｛
」
れ
た
石
原
又
一
一
郎
宛
の
御
教
書
に
「
守
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（
弘
）

護
代
相
共
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
エ
ゴ
国
守
護
代

で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
［
Ⅳ
］
長
濱
氏
は
武
蔵
七
党
の

内
の
一
つ
で
あ
る
丹
党
で
、
承
久
の
乱
後
西
遷
し
た
と
考

え
ら
仏
秘
・
［
刑
・
川
・
肌
］
小
串
四
郎
左
衛
門
入
道
宛

の元亨一一年（一一一一一一一一）一一一月十五日付範行書刊
に
、
播
磨
国
守
護
代
と
し
て
の
活
動
を
示
し
て
お
り
、
名

充
人
は
又
代
官
で
あ
る
。
こ
の
書
下
に
は
「
範
行
（
花

押
）
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
康
永
四
年
（
一
一
一
一
四
五
）
九

月
廿
七
日
付
足
利
直
義
裁
許
状
案
中
に
「
元
亨
一
二
年
又
当

国
（
播
磨
）
佐
用
庄
太
田
方
給
人
小
串
三
郎
左
衛
門
尉

紅
栖
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
小
串
氏
の
一
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。
川
・
川
の
小
串
一
一
一
郎
左
衛
門
尉
は

範
行
で
あ
ろ
う
。
範
行
書
下
が
又
代
官
宛
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
範
行
は
少
な
く
と
も
元
亨
三
年
一
一
一
月
十
八
日

（
［
四
）
の
任
命
時
に
在
京
し
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。

［
美
作
］
［
型
江
見
氏
は
当
国
英
多
郡
江
見
庄
を
本
拠
と
す
る
御

家
人
で
あ
ろ
う
。

［
備
前
］
［
皿
・
皿
］
渋
谷
氏
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
通
り
。
［
皿
］

松
田
三
郎
太
郎
盛
経
が
六
波
羅
奉
行
人
を
多
く
輩
出
し
た

松
田
氏
一
族
と
言
え
る
か
は
不
明
。
建
武
期
に
備
前
守
護

と
な
る
松
田
氏
が
出
る
が
、
或
は
そ
の
一
族
で
は
な
か
ろ

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

う
か
。
［
型
伊
賀
氏
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
。
［
服
］

頓
宮
氏
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
。

【
備
後
］
［
Ⅲ
］
士
肥
氏
は
、
佐
藤
氏
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
初
期
の
士

（
肥
）

肥
実
平
の
当
国
守
護
職
補
任
を
推
察
さ
れ
て
い
る
が
、
或

は
六
郎
は
そ
の
子
孫
で
あ
ろ
う
か
。
［
Ⅲ
］
椙
原
氏
は
、

外
岡
氏
に
よ
れ
ば
当
国
国
衙
在
庁
官
人
の
出
身
と
さ

（
別
）

れ
る
。

［
安
芸
］
［
鉛
．
ｍ
・
的
・
脳
］
下
妻
氏
は
、
常
陸
平
氏
の
一
流
で
、

嫡
流
多
気
直
幹
の
次
男
で
常
陸
国
下
妻
庄
下
司
職
を
有
し

た
四
郎
広
（
弘
）
幹
を
祖
と
す
る
一
族
で
あ
る
と
思
わ

れ
、
西
遷
し
た
も
の
と
考
え
ら
仏
刷
・
［
刀
］
熊
谷
氏
は

武
蔵
国
熊
谷
郷
を
本
拠
と
し
、
承
久
の
乱
の
恩
賞
で
頂
時

が
安
芸
国
三
入
庄
地
頭
職
を
得
て
移
住
し
た
こ
と
に
よ
る

（
皿
）

西
遷
御
家
人
で
あ
る
。
行
蓮
自
信
も
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と

が
確
認
で
き
秘
。
［
肋
］
安
芸
氏
は
そ
の
名
か
ら
も
安
芸

国
に
本
拠
を
お
く
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
肥
後
五
郎

左
衛
門
尉
政
行
同
様
東
寺
百
合
文
書
に
「
志
芳
庄
一
方
地

頭
安
藝
三
郎
次
郎
逸
雌
」
と
あ
っ
て
、
現
地
で
の
活
動
が

確
認
で
き
る
。
［
川
・
型
児
玉
氏
は
武
蔵
国
児
玉
郡
池

屋
を
本
領
と
し
て
い
た
が
、
承
久
の
乱
後
に
勲
功
賞
と
し

て
安
芸
国
賀
茂
郡
高
屋
庄
・
豊
田
郡
上
下
竹
仁
村
な
ど
の

一

一

一

￣
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地
頭
職
を
与
え
ら
れ
、
西
遷
Ｌ
魁
・

【
紀
伊
］
［
７
］
富
田
入
道
西
念
は
、
当
国
牟
婁
郡
富
田
を
本
拠
と

す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
［
妬
・
田
］
高
橋
三
郎
入
道
は

佐
藤
氏
に
よ
る
と
当
国
守
護
代
と
推
定
さ
れ
て
乢
脳
・

［
皿
・
川
・
皿
丹
生
図
氏
は
、
紀
伊
国
有
田
郡
丹
生
図

を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。
高
橋
氏
に
よ
れ
ば
丹

生
図
氏
も
ま
た
湯
浅
氏
庶
流
と
乢
弛
・
［
Ⅲ
］
和
佐
氏
は
、

当
国
名
草
郡
和
佐
庄
を
本
拠
と
す
る
御
家
人
で
あ
ろ
う
。

【
淡
路
］
［
川
・
〃
・
畑
］
安
東
氏
に
つ
い
て
森
氏
は
、
北
条
被
官

（
ｗ
）

で
あ
り
、
在
京
人
を
輩
出
し
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

任
命
時
に
蓮
淨
が
在
京
し
て
い
た
事
実
は
確
認
で
き
な

い
。

［
阿
波
］
［
冊
・
妬
・
脳
］
宇
佐
美
氏
は
、
森
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、

淡
路
国
物
部
庄
の
新
補
地
頭
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
ま
た
、

そ
の
一
族
中
に
は
在
京
人
で
あ
っ
た
徴
証
の
見
ら
れ
る
者

（
肥
）

も
い
る
。
し
か
し
、
六
郎
・
三
郎
の
任
命
時
に
お
け
る
在

京
を
示
す
事
実
は
確
認
で
き
な
い
。
［
Ⅲ
］
柿
原
氏
は
、

当
国
柿
原
庄
を
本
拠
と
す
る
在
庁
官
人
出
身
の
一
族
で

あ
っ
た
と
さ
れ
、
鎌
倉
末
期
に
は
当
国
宮
河
内
郷
の
地
頭

（
的
）

職
を
有
し
て
い
た
。
［
川
］
小
笠
原
氏
に
つ
い
て
は
、
前

述
の
通
り
。

【
士
佐
］
［
Ⅲ
］
豊
永
氏
は
、
当
国
長
岡
郡
豊
永
郷
を
本
拠
と
す
る

御
家
人
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
先
行
研
究
の
成
果
に
依
拠
し
つ
つ
、
出
来
得
る
限
り
使
節

と
し
て
起
用
さ
れ
た
人
物
の
素
性
を
抽
出
す
る
作
業
を
試
み
た
。
そ

の
結
果
、
使
節
に
は
御
家
人
の
中
で
も
、
在
京
人
、
六
波
羅
奉
行

人
、
北
条
氏
被
官
な
ど
様
々
な
人
物
が
起
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
は
、
新
に
検
討
し
終
え
た
結
果
、

在
京
が
確
実
と
考
え
ら
れ
る
使
節
が
約
四
○
名
で
全
体
の
約
一
四

～
一
五
％
程
な
の
に
対
し
、
派
遣
さ
れ
た
国
に
何
ら
か
の
縁
の
あ
る

使
節
は
全
体
の
約
四
五
％
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

殆
ど
の
使
節
に
当
人
の
在
京
を
示
す
徴
証
は
見
ら
れ
な
い
。
繰
り
返

す
よ
う
に
、
在
京
の
可
否
を
問
う
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
が
、

右
に
掲
げ
た
結
果
か
ら
、
使
節
へ
の
起
用
に
際
し
、
最
も
重
要
な
要

素
は
在
京
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
当
該
地
へ
の
関
係
性
の
有
無
で

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
に
掲
げ
る
史

料
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

〈史糺測〉
井
田
文
書
等
可
糺
返
之
由
、
武
家
沙
汰
事
、

京
都
住
人
理
眞
重
一
一
一
一
口
上

爲
尾
張
國
西
門
眞
庄
地
頭
代
、
不
糺
返
借
用
證
文
間
、
就
訴

申
、
番
訴
陳
刻
、
乍
請
取
追
進
状
、
不
終
沙
汰
篇
、
逃
下
播

磨
国
高
岡
庄
間
、
仰
彼
國
御
使
、
雌
被
下
召
文
、
不
及
請
文

一

四
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陳
状
、
今
又
居
住
門
眞
庄
上
者
、
仰
御
使
、
欲
被
召
上
地
頭

代
子
細
事
、

（
中
略
）

・
・
・
逃
下
播
磨
国
高
岡
庄
之
間
、
仰
彼
國
御
使
、
雌
被
下
召

文
、
敢
不
枝
用
之
、
不
及
散
状
、
今
又
令
居
住
尾
張
国
門
眞
庄

之
上
者
、
仰
當
国
御
使
、
被
召
上
地
頭
代
、
不
日
可
糺
返
證
文

山
、
欲
蒙
御
成
敗
、
佃
状
如
件
、

嘉
元
二
年
十
一
一
月
曰

く史桃山〉
京
都
住
人
理
眞
申
、
尾
張
國
西
門
眞
庄
地
頭
代
、
不
糺
返
借

用
證
文
由
事
、
重
訴
状
・
具
書
如
此
、
爲
有
其
沙
汰
、
明
春

正
月
廿
、
以
前
、
可
催
論
人
也
、
仏
執
達
件
如
、

嘉
元
二
年
十
二
月
十
一
一
百
前
伊
賀
守
在
判

朝
日
孫
次
郎
殿

守
護
代
殿

史
料
３
．
４
か
ら
、
論
人
催
促
の
た
め
に
六
波
羅
探
題
か
ら
派
遣

さ
れ
た
両
使
一
方
の
朝
日
氏
は
、
五
味
氏
等
に
よ
っ
て
在
京
人
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
乢
秘
が
、
派
遣
を
要
請
し
た
側
か
ら
は
「
国
御

使
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
時
代
人

は
使
節
を
「
在
京
人
」
で
は
な
く
「
国
御
使
」
（
史
料
２
の
「
近
隣

地
頭
御
家
人
」
）
と
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

六
波
羅
探
題
派
遣
使
節
の
素
性
の
検
討
を
中
心
に
論
を
進
め
て
き

た
が
、
そ
の
結
果
、
六
波
羅
探
題
か
ら
指
令
執
行
命
令
が
出
さ
れ
る

場
合
、
在
京
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
対
象
国

内
に
本
拠
・
所
領
を
有
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が

使
節
選
抜
の
重
要
要
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
摂
津
・
播
磨
・
紀
伊
・
丹
波
国
な
ど
を
典
型
と
し
、
さ
ら

に
そ
の
ほ
か
の
国
々
で
も
、
使
節
が
特
定
の
御
家
人
に
集
中
す
る
傾

向
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
六
波
羅
探
題
使
節
を
対
象
国
へ
の
何
ら

か
の
影
響
力
を
有
し
た
御
家
人
へ
の
依
存
を
前
提
と
し
た
シ
ス
テ
ム

で
あ
っ
た
と
評
価
し
た
い
。
六
波
羅
探
題
使
節
も
ま
た
、
関
東
・
鎮

西
同
様
に
、
対
象
国
で
の
影
響
力
を
期
待
し
、
「
近
隣
地
頭
御
家
人
」

（
史
料
２
）
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
人
選
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
故
に
、
使
節
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
在
京
人
で
あ
る
か
ど

う
か
の
判
断
基
準
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
対
象
国
内
に
本
拠
・
所
領

ま
た
、
奉
行
人
で
あ
る
神
澤
太
郎
左
衛
門
尉
重
綱
［
Ⅲ
］
が
、
対

象
国
で
あ
る
播
磨
国
久
留
美
庄
地
頭
職
を
有
し
、
同
地
を
本
拠
と
し

（
叩
）

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
在
一
足
人
で
あ
っ
て
も
対
象
同

に
関
係
性
の
あ
る
人
物
が
選
ば
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
。

結
び
に
か
え
て

一

五
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を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
使
節
派
遣
の
基
盤
と
も
い
え
る
人
選
を
中
心
に
、
僅
か
で

は
あ
る
が
、
新
た
な
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
だ
が
し
か
し
、
在
地
へ
の
影
響
力
を
期
待
さ
れ
て
派
遣
さ

れ
た
使
節
が
実
際
に
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
検
討
を
要

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
使
節
が
特

定
御
家
人
に
集
中
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
や
、
派
遣
用
途
を
訴

人
に
要
求
し
て
い
る
皀
幽
な
ど
か
ら
、
先
行
研
究
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
使
節
Ⅱ
御
家
Ｌ
他
と
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ど

う
か
な
ど
、
未
だ
検
討
す
べ
き
点
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で

あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

註（
１
）
外
岡
慎
一
郎
①
「
鎌
倉
幕
府
指
令
伝
達
ル
ー
ト
の
一
考
察
」
Ｓ
古

文
書
研
究
」
二
二
、
一
九
八
三
年
）
。
②
「
六
波
羅
探
題
と
西
国
守

護
ｌ
〈
両
使
〉
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
『
日
本
史
研
究
」
二
六
八
、
一
九

八
四
年
）
。
③
「
鎌
倉
未
～
南
北
朝
期
の
守
護
と
国
人
ｌ
「
六
波
羅

１
両
使
制
」
再
論
ｌ
」
（
「
ヒ
ス
ト
リ
ァ
」
一
三
三
、
一
九
九
一
年
）
。

④
「
使
節
遵
行
に
関
す
る
覚
書
」
（
『
敦
賀
論
叢
」
七
、
一
九
九
二

年
）
。
⑤
「
使
節
遵
行
と
在
地
社
会
」
Ｓ
歴
史
学
研
究
」
六
九
○
、

一
九
九
六
年
）
。
⑥
「
鎮
西
探
題
と
九
州
守
護
ｌ
鎮
西
使
節
の
評
価

を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
敦
賀
論
叢
」
一
一
、
一
九
九
六
年
）
。
⑦
「
鎌

法
政
史
学
第
六
十
九
号

倉
幕
府
と
東
国
守
護
ｌ
東
国
使
節
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
Ｓ
敦
賀

論
叢
」
’
九
、
二
○
○
四
年
）
。

（
２
）
増
山
秀
樹
「
鎮
西
探
題
の
使
節
遵
行
に
つ
い
て
」
Ｓ
地
域
社
会
研

究
」
六
、
一
九
九
六
年
）
。

（
３
）
多
田
實
道
（
誠
）
「
鎌
倉
時
代
東
国
に
お
け
る
使
節
遵
行
制
度
の

変
遷
に
つ
い
て
」
（
「
皇
學
館
論
叢
」
三
八
（
｜
）
通
巻
二
一
一
二
、
二

○
○
五
年
）
。

（
４
）
熊
谷
隆
之
「
六
波
羅
・
守
護
体
制
の
構
造
と
展
開
」
Ｓ
日
本
史
研

究
」
囚
九
一
、
二
○
○
三
年
）
。

（
５
）
松
井
輝
昭
三
国
上
使
」
・
「
国
使
節
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」
（
「
広

島
県
史
研
究
」
五
、
一
九
八
○
年
）
、
高
橋
慎
一
朗
「
六
波
羅
探
題

被
官
と
北
条
氏
の
西
圃
支
配
」
（
同
「
中
世
の
都
市
と
武
士
」
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
）
、
佐
藤
秀
成
「
六

波
羅
探
題
発
給
文
書
の
伝
達
経
路
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
Ｓ
古
文

書
研
究
」
四
一
・
四
二
合
併
号
、
一
九
九
五
年
）
、
佐
藤
鉄
太
郎

「
鎌
倉
時
代
北
部
九
州
の
使
節
に
つ
い
て
」
Ｓ
筑
紫
女
学
園
短
期
大

学
紀
要
」
二
、
一
九
七
六
年
）
。

（
６
）
『
中
世
法
制
史
料
集
第
一
巻
（
鎌
倉
幕
府
法
）
」
三
○
五
頁
所

又
・
Ｉ

（
７
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
⑦
、
前
掲
註
（
３
）
多
田
論
文
。

（
８
）
前
掲
註
（
４
）
熊
谷
論
文
。

（
９
）
前
掲
註
（
２
）
増
山
論
文
、
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
⑥
。

（
Ⅲ
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
⑦
、
前
掲
註
（
３
）
多
田
論
文
。

（
ｕ
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

一
一
ハ

Hosei University Repository



（
里
前
掲
註
（
２
）
増
山
論
文
、
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
⑥
。

（
田
）
「
中
世
法
制
史
料
集
第
一
巻
（
鎌
倉
幕
府
法
）
』
三
○
五
頁
所

収
。
こ
の
追
加
法
六
八
九
条
は
、
史
料
１
と
と
も
に
旺
安
二
（
一
三

○
○
）
年
七
月
五
日
に
鎮
内
探
題
宛
に
川
さ
れ
た
。

（
ｕ
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
胆
）
五
味
文
彦
「
在
京
人
と
そ
の
位
漬
」
（
『
史
学
雑
誌
」
八
三
’
八
、

一
九
七
旧
年
）
。

（
胆
）
東
寺
百
合
文
書
と
「
永
仁
五
年
十
二
Ⅱ
九
日
大
和
平
野
殿
莊
雑
掌

聖
賢
申
状
」
（
『
鎌
倉
遺
文
」
（
以
下
「
鎌
乞
一
九
五
五
六
）
。

（
Ⅳ
）
服
部
謙
太
郎
「
悪
党
の
歴
史
的
性
格
」
Ｓ
封
建
社
会
成
史
論
」
Ⅱ

本
評
論
新
社
、
一
九
五
八
年
）
、
今
井
林
太
郎
「
高
野
山
領
紀
伊
国

荒
川
荘
」
（
『
魚
澄
先
生
古
稀
記
念
国
史
学
論
集
」
古
稀
記
念
会
、
一

九
五
九
年
）
、
仲
村
研
「
地
頭
非
法
と
片
仮
名
言
上
状
ｌ
紀
伊
囚
阿

己
河
粧
ｌ
」
（
稲
垣
泰
彦
編
「
粧
剛
の
肚
界
」
東
京
大
学
出
版
会
、

叩
選
書
一
一
川
、
’
九
七
三
年
）
、
本
多
隆
成
「
紀
伊
凶
荒
川
莊
の

領
主
と
農
民
」
（
『
史
林
」
五
六
’
二
、
一
九
七
一
一
一
年
）
、
佐
藤
和
彦

「
悪
党
発
生
の
社
会
的
要
因
」
（
「
南
北
朝
内
乱
史
論
」
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
七
九
年
）
、
高
橋
修
①
『
中
肚
武
上
団
と
地
域
社
会
」

（
清
文
堂
出
版
、
二
○
○
○
年
）
、
②
「
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
地
域
権

力
と
幕
府
体
制
」
（
「
Ⅱ
水
虫
研
究
」
一
一
一
六
一
、
一
九
九
二
年
）
。
石

原
毅
「
紀
伊
脚
荒
川
粧
悪
党
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
七
川
六
、
三
○
○

一
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
旧
）
前
掲
註
（
垣
五
味
論
文
。

（
型
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

（
型
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
、
）
高
橋
昌
明
「
西
国
地
頭
と
王
朝
貴
族
ｌ
安
芸
国
沼
田
荘
地
頭
小
早

川
氏
の
場
合
ｌ
」
（
『
Ｈ
本
史
研
究
」
二
一
二
一
、
一
九
八
一
年
）
。

（
犯
）
石
井
進
「
小
早
川
の
流
れ
（
二
（
二
）
」
（
小
学
館
日
本
の
歴
史

一
二
『
中
世
武
士
団
」
、
一
九
七
四
年
）
。

（
幻
）
佐
膿
進
一
「
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
」
（
畝
傍
書
房
、
一
九

川
三
年
）
、
前
掲
註
（
旧
）
五
味
論
文
。

（
別
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
妬
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
妬
）
前
掲
註
（
Ⅳ
）
高
橋
論
文
①
。

（
〃
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
聖
前
掲
註
（
１
）
外
側
論
文
②
、
森
幸
夫
「
在
京
人
に
関
す
る
一
考

察
」
（
同
「
六
波
羅
探
題
の
研
究
」
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
○
○

六
年
・
初
肥
は
一
九
九
八
年
）
。

（
空
前
掲
注
（
Ⅳ
）
高
橋
論
文
①
。

（
辺
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
型
前
掲
註
（
旧
）
Ⅱ
味
論
文
。

（
聖
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
型
森
幸
夫
「
六
波
羅
評
定
衆
考
」
（
同
『
六
波
羅
探
題
の
研
究
」
続

群
書
類
従
完
成
会
、
二
○
○
六
年
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）
。

（
別
）
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
弱
）
前
掲
註
（
翌
佐
藤
論
文
。

（
韮
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

〈
Ⅳ
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

一

七
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（
銘
）
前
掲
註
（
垣
五
味
論
文
。

（
型
前
掲
註
（
詔
）
森
論
文
。

（
型
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
似
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
蛆
）
東
寺
目
〈
回
文
書
な
（
「
鎌
」
二
四
一
一
一
一
一
一
一
一
一
）
、
東
寺
文
書
百
合
外

「
正
和
二
年
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
安
藝
新
勅
」
Ⅱ
川
雑
掌
頼
打
訴
状
案
」
（
「
鎌
」
二

四
八
五
七
）
な
ど
。

（
側
）
前
掲
註
（
旧
）
五
味
論
文
、
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
“
）
前
掲
註
（
Ⅳ
）
高
橋
論
文
①
。

（
運
前
掲
註
（
１
）
外
側
論
文
②
。

（
妬
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
〃
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
伯
）
前
掲
註
（
垣
五
味
論
文
。

（
伯
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
帥
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
日
）
前
掲
註
（
胆
）
五
味
論
文
。

（
田
）
前
掲
註
（
１
）
外
側
論
文
②
。

（
堅
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
別
）
前
掲
註
（
塑
森
論
文
。

（
開
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
ご
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
（
以
下
「
姓
氏
」
）
。

（
印
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
聖
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
聖
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

法
政
史
学
第
六
十
九
号

（
帥
）
「
国
史
大
辞
典
」
。

（
田
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
“
）
前
掲
註
（
１
）
外
岡
論
文
②
。

（
田
）
東
寺
百
合
文
書
と
「
水
仁
五
年
十
一
一
月
九
日
大
和
平
野
殿
荘
雑
掌

聖
賢
申
状
」
Ｓ
鎌
」
一
九
五
五
六
）
。

（
“
）
前
掲
註
（
亜
「
姓
氏
」
。

（
筋
）
山
城
北
野
社
紅
梅
殿
記
上
「
応
長
二
年
二
Ⅱ
十
七
Ⅱ
六
波
羅
探
題

御
教
書
案
」
（
「
鎌
・
袖
」
一
九
三
八
）
。

（
色
前
掲
註
（
肥
）
森
論
文
。

（
町
）
山
城
北
野
社
紅
梅
殿
記
上
「
応
長
二
年
二
月
十
七
日
六
波
羅
探
題

御
教
書
案
」
（
「
鎌
・
補
」
一
九
三
七
）
。

（
閉
）
前
掲
註
（
閃
）
「
姓
氏
」
。

（
的
）
東
寺
百
合
文
書
と
「
永
仁
六
年
Ⅲ
月
十
一
Ｈ
大
和
平
野
殿
荘
雑
掌

叩
状
」
（
「
「
鎌
」
一
九
六
五
一
）
、
東
寺
、
今
文
書
と
，
「
永
仁
六
年
六

月
日
大
和
平
野
殿
荘
雑
掌
聖
賢
川
状
」
（
「
鎌
」
一
九
七
三
一
一
）
な

ど
。

（
、
）
「
若
狭
川
守
護
職
次
第
」
Ｓ
群
什
類
従
第
川
輯
（
補
任
部
）
」
）
。

（
、
）
前
掲
註
（
亜
「
姓
氏
」
９

（
Ⅶ
）
前
掲
註
（
冊
）
「
姓
氏
」
。

（
円
）
伊
藤
邦
彦
「
鎌
倉
時
代
の
小
串
氏
に
つ
い
て
」
Ｓ
ｎ
本
歴
史
」
六

二
五
、
二
○
○
○
年
）
。

（
刊
）
「
佐
々
木
氏
系
図
」
（
「
続
群
書
類
従
巻
第
百
三
十
二
」
）
。

（
垣
「
尊
卑
分
脈
』
、
阿
部
猛
・
佐
藤
和
彦
編
「
日
本
荘
園
大
辞
典
」

（
以
下
「
荘
園
」
と
略
記
す
）
。

一

八
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（
昭
）
東
寺
百
合
文
書
な
「
応
長
元
年
六
月
Ｕ
東
寺
申
状
案
」
（
「
鎌
」
二

（
こ
「
新
編
姓
氏
家
系
辞
書
。
」

（
Ｕ
「
吾
妻
鏡
」
文
治
五
年
八
月
十
日
条
。

（
泥
）
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
刃
）
近
衛
家
文
書
（
「
兵
庫
県
史
」
史
料
編
中
世
３
近
衛
家
文
書
三
・

四
・
五
）
。

（
別
）
櫻
井
彦
「
丹
波
国
宮
田
荘
関
連
史
料
近
衛
家
文
書
」
（
『
鎌
倉
遺
文

研
究
」
一
三
、
二
○
○
川
年
）
。

（
辺
前
掲
註
（
市
）
「
莊
剛
」
。

（
聖
櫻
井
彦
「
丹
波
国
宮
川
荘
関
連
史
料
近
衛
家
文
書
一
九
・
二
○
」

（
『
鎌
倉
遺
文
研
究
」
一
三
、
二
○
○
四
年
）
。

（
堅
「
若
桜
町
誌
」
。

（
皿
）
東
寺
百
合
文
書
「
正
和
Ⅲ
年
十
一
Ⅱ
Ⅱ
三
日
六
波
羅
探
題
御
教
書

案
」
（
「
鎌
」
二
五
六
六
囚
）
、
東
寺
百
合
文
書
「
正
和
四
年
十
一
月

廿
一
一
一
Ⅲ
六
波
羅
探
題
御
教
書
案
」
（
「
鎌
」
二
五
六
六
五
）
。

（
冊
）
前
掲
註
（
亜
「
姓
氏
」
。

（
別
）
山
城
離
宮
八
幡
宮
文
書
（
「
鎌
」
二
七
九
八
六
）
。

（
〃
）
「
大
Ｈ
本
史
料
」
六
’
九
、
三
六
二
頁
所
引
「
備
陽
記
」
五
。

（
朗
）
前
掲
註
（
翌
佐
藤
著
書
。

面
）
前
掲
註
（
１
）
外
間
論
文
②
。

（
卯
）
石
井
進
『
中
世
武
士
団
」
（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
。

（
皿
）
前
掲
註
（
亜
「
姓
氏
」
、
前
掲
註
（
市
）
「
荘
園
」
。

（
肥
）
長
門
熊
谷
家
文
書
「
嘉
元
元
年
十
一
月
廿
七
日
関
東
下
知
状
」

鎌
倉
幕
府
派
遣
使
節
に
つ
い
て
（
本
間
）

（
「
鎌
」
二
一
六
八
九
）
。

石
井
進
『
中
世
武
士
団
」
（
小
学
館
、
一
九
七
四
年
）
。

前
掲
註
（
冊
）
「
姓
氏
」
、
前
掲
註
（
こ
「
荘
園
」
。

長
門
熊
谷
家
文
書
「
嘉
元
元
年
十
一
月
廿
七
日
関
東
下
知
状
」

［
付
記
］
本
稿
は
二
○
○
六
年
一
月
に
法
政
大
学
大
学
院
に
提
出
し
た
修

士
論
文
の
一
部
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
成
稿
に
あ
た
り

御
指
導
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
、
厚
く
御
礼
巾
し
上
げ
ま
す
。

四
三
三
一
一
一
）
、
東
寺
文
書
百
合
外
「
正
和
二
年
川
月
日
安
藝
新
勅
】
川

田
雑
掌
頼
有
訴
状
案
」
（
「
鎌
」
二
四
八
五
八
）
。

（
聖
「
国
史
大
辞
典
」
。

（
冊
）
前
掲
註
（
翌
佐
藤
著
書
。

（
船
）
前
掲
註
（
Ⅳ
）
高
橋
論
文
①
。

（
Ｗ
）
森
幸
夫
「
在
京
得
宗
被
官
小
考
」
（
同
「
六
波
羅
探
題
の
研
究
」

統
群
書
類
従
完
成
会
、
二
○
○
六
年
）
。

（
肥
）
前
掲
註
（
邪
）
森
論
文
。

（
的
）
前
掲
註
（
門
）
「
莊
園
」
。

（
川
）
山
城
醍
醐
寺
文
書
「
嘉
元
二
年
十
二
月
日
理
眞
申
状
案
」
（
「
鎌
」

二
二
○
五
三
）
。

（
Ⅲ
）
山
城
醍
醐
寺
文
害
「
嘉
元
二
年
十
二
月
十
一
一
一
Ⅱ
六
波
羅
引
付
孤
人

奉
書
案
」
（
「
鎌
」
二
二
○
五
囚
）
。

（
Ⅲ
）
前
掲
註
（
巧
）
五
味
論
文
。

（
川
）
前
掲
註
（
塑
森
論
文
。

（
Ⅲ
）
東
大
寺
文
書
「
嘉
暦
三
年
八
Ⅱ
廿
五
Ｈ
束
大
寺
衆
議
事
書
」

（
「
鎌
」
一
一
一
○
三
五
六
）
。

（
川
）
外
岡
氏
を
は
じ
め
、
先
行
研
究
で
は
使
節
を
御
家
人
役
と
す
る
□

一

九
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六波羅探題使節一覧表

写
No. 年代 西暦 使節 数 任務 対象国 典拠

1 貞応3ヵ．5.1 1220 【守繊代］ 単 C-②？ 紀伊 力つらぎ町史古代中世B【料NnV笠田庄８

２ 嘉禎2.10.3 1226 肥田八郎左衛門尉 単 Ｂ・Ｃ－② 大和 嫌5055(東京大学所lRDR大寺文か

３ 寛喜元・３．２０ 1229 【守護代】 単 Ｂ・Ｃ－② 肥後 滋補975(疋田家文谷）

４ 兀吝元・12.28 1229 【守護代】 単 c-② 播磨 嫌補995(疋田家文脊）

５ 筧喜元 1229 字間刑部左衛門尉／菅原左衛門尉 両 Ｂ 丹波 嫌20344(祇園社記）

６ 文暦2．６．１２ 1235 【守纏代】 単 C-②.A-① 若狭 雄補1167(座田文呑）

７ 仁治2力 1２４１ 越前法橋頼回／宮田入道西倉 両 Ｂ 紀伊 嫌8137(高野山文谷又I虎宝簡集20）

８ 兀元元・５．１２ 1243 【守護代】 単 c-② 丑後 雄補1309(松平文庫文谷）

９ 豆元元･12.3 1243 【守繊代】 単 A-① 筑後 嫌6257(高良神社ili高良8己裏文岱）

1０ 克元4．４．１２ 1246 【守護代】 単 c-② 和泉 嫌6663(田代文谷）

1１ 寛元4.9.5 1246 【守讃代】 単 c-① 薩摩 鎌6738(薩藩l日記3国分寺文谷）

1２ 宝治元・5.13項 1247 雑色･九即太郎友吉／雑色･彌三郎久吉 両 B？ 紀伊 嫌6828(根来要害中）

1３ 宝治元・５．１３ 1247 [守纏所代】／守護便 両 A-① 紀伊 嫌6828(根来要谷中）

1４ 建長元.８．１１ 1249 [守Mi代】 単 c-② 薩摩 鎌7108(薩藩|日記4N､執印文谷）

1５ 建長2．２．２０ 1２５０ 安富五郎左衛門尉●／院庁御使 両 Ｂ 丹波 嫌7168(禅譲寺文谷）

1６ 建長3．５．２１ 1２５１ 地頭代 単 c-②？ 尾張 嫌7312(久我家文杏）

1７ 建長3.10.7 1251 大内介 単 A-① 周防 厳7368(東大寺文香）

1８ 建長3.12.13 1251 大内介 単 A-① 周防 鎌7390(東大寺文谷）

1９ 建長4．６．２７ 1２５２ 【守llql代】 単 A-① 出雲 鎌7453(千家家文谷）

2０ 建長7．３．２５ 1255 【守剖【代１ 単 C-②･Ｂ 大隅 鎌7659(禰寝文脊）

2１ 正元元･１１．１７ 1259 磯部次郎入道 単 Ｂ 近江 鎌8431(多賀神社文官）

2２ 弘長3.3.11 1263 波田野五郎左衛門尉 単 A-① 越後 鎌8937(後藤文谷）

2３ 弘長3．８．１８ 1263 湯潅左衛門入道／［守護代１ 両 A-① 紀伊 鎌8978(高野山文谷宝簡集30）

2４ 弘長3．ｌＬｌ５ 1263 【守磯代１ 単 A-① 越後 厳9013(後藤文谷）

2５ 文永3.12.6 1266 地頭(長井泰茂） 単 A-① 美uＵ 嫌9605(東大寺文谷4ﾉ13）

2６ 文永5．３．２８ 1268 [守磯代１ 単 c-② 紀伊 雛9902(高野山文谷宝簡集30）

2７ 文永5．４．２８ 1268 石)1｜七郎(義秀） 単 A-① 美濃 鮫10237(東大寺文谷4ﾉ13）

2８ 文永6.2.22 1269 小河左衛門太郎／臼井五郎太郎 両 C-②･Ｂ 丹波 松尾大社史料集1-222

2９ 文永6．９．７ 1269 石)||七郎(穣秀） 単 A-① 美H１ 鎌10486(東大寺文吝4ﾉ13）

3０ 文永6.9.20 1269 [守護代(藤原盛定)】 単 A-① 大隅 鎌10495(禰寝文谷）

３１ 文永10.12.5 1273 布施右衛門尉 単 A-① 越前･若狭 嫌11488(秦金蔵氏文谷）

3２ 文永lL6以前 1274 薬師寺左Wi門入道通安／出浦蔵人入､I行念 両 Ｂ 若狭 鎌11602(蓬左文庫所蔵金津文庫文3F）

3３ 建治元．9.10 1２７５ 美作三郎／下妻孫次郎 両 A-① 安芸 鎌12015(藤田糟一氏|日蔵文岱）

3４ 建治元･'2以前 1２７５ 湯浅宗親／湯潅二郎左衛門入道 両 c-② 紀伊 鎌12183(高野山文谷又Iﾘﾋﾞ宝簡集57.79）

3５ 建治2．７．１７ 1２７６ '1,河左術門太郎／久下五郎兵衛入道 両 C-②.A-① 丹波 嫌12411(八坂神社文谷）

3６ 建治2.12.21 1２７６ 捧田内兵衛入道 単 c-② 丹波 兵庫県史中世3近術家文谷４

3７ 弘安6．８．１４ 1283 雅楽左衛門三郎入道● 単 c-① IHI中 鎌14924(三聖寺文吝）

3８ 弘安6.12.8 １２８３ 犬甘蔵人入道／雅楽左衛門三郎入､i● 両 c-①② 備中 嫌15023(三聖寺文杏）

3９ 弘安8．４．１１ 1285 犬甘蔵人入道／雅楽左衛門三郎入､！● 両 c-② 備中 鎌15561(三聖寺文香）

4０ 弘安9.⑫．2５ 1286 【守磯代］ 単 c-② 播磨 鎌16128(大山寺文各）

４１ 弘安10.10.11以前 1287 富樫新介家泰／倉光五郎入道観昭 両 c-② 加賀 雌16360(尊経閣文庫所蔵文谷）

4２ 正応元．7.1 1288 美作左近大夫将監／多伊良兵部房(頼尊） 両 c-① 若狭 隊16690(東寺古文写聚三）

4３ 正応2．８．１５ 1289 【守護代］ 単 A-① 若狭 擁17107(東寺百合文谷ア）

4４ 正応２．１１項 1289 【唯心】／香河五郎忠景 両 c-② 紀伊 雌19934(薬王寺所蔵文吝）

４５ 正応3.9.8 1２９０ 吉河禰五郎／［守護代】 両 c-② 和泉 bHl7443(田代文谷）

４６ 正応4.10.5 1291 【高橋三郎入道】 単 ８ 紀伊 嫌17723(高野山文U『又IOE宝簡集34）

4７ 正応4.10.25 1291 出羽六郎入道愁忍 単 A-① 河内 鎌17974(河内適法寺文谷）

4８ 正応4.lＬ１２ 1291 石垣太郎左衛門尉(宗明） 単 A-① 紀伊 鎌17747(高野山文脊又続宝ｉｎ集1“）

4９ 正応4.12.18 1２９１ 石垣太郎左衛門尉(宗明） 単 A-① 紀伊 鶴17772(Np賢山文呑又畑E豆H剛L104）
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